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「部活動」から「（仮称）しずおか地域クラブ活動」への転換 
 

１ 要 旨  

中学校の部活動は、少子化に伴う部員数や部活動数の減少、教員の働き方改革の必要性の

高まりなどから、従前と同様の体制で運営することが困難となってきています。国も 2023 

年から 2025 年までを「改革推進期間」と位置づけ、活動の場を「部活動」から地域の運営

団体・実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動（以下「地域クラブ

活動」という。）へ転換する方針を示しています。 

これまで静岡市においては、部活動から地域クラブ活動への転換について、教育委員会が

主導し、2026 年夏から休日、2030 年から平日・休日とも実施する計画で検討を進めてきま

した。しかし、教育委員会が行った実証事業において、平日と休日を分けた方法では課題が

あることが明らかになりました。また、地域クラブ活動の実現には、学校の関係者ではなく、

地域社会全体の力を活用して取り組むことが必要です。 

静岡市では、子どもたちがこれからもスポーツ・文化芸術活動に身近に親しむことができ

る機会を確保するため、「学校」における部活動に代わる新たな活動の場として「地域クラ

ブ」を設置し、「（仮称）しずおか地域クラブ活動」を市民や民間企業・団体等の地域社会の

力との共働のもと実施したいと考えています。 

昨年 11 月に市長部局と教育委員会が共同で「しずおか地域クラブ活動推進プロジェクト

チーム」を立ち上げ、改めて部活動から地域クラブ活動への転換時期や方法を検討してきま

した。 

検討の結果、静岡市では、部活動から地域クラブ活動への転換を、平日と休日ともに 2027

年９月に行うことにしました。 

 

２ 平日と休日の活動を同時期に転換する理由 

2023 年度、2024 年度に教育委員会が行った実証事業において、平日は部活動のままで、

休日から地域クラブ活動を実施する方法では、平日と休日の指導者が異なることで指導方針

の違いが起き生徒が混乱することがありうることや、実施主体が異なることでケガやトラブ

ルの発生について責任の所在が不明確になるなどの課題があることが明らかになりました。 

そこで、静岡市では、部活動から地域クラブへの転換を、平日と休日の活動を同時期に行

うことにしました。 

 

次頁あり 
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３ 開始時期の設定理由 

少子化が進む中、生徒数の減少により休廃部する部活動が増え、生徒が参加できる部活動

の選択肢が減ってきています。また、部活動の指導による教員の長時間勤務が課題となって

おり、教員の働き方改革を進める必要があります。これらのことを踏まえると、可能な限り

早期に部活動から地域クラブ活動へ転換すべき状況です。 

一方で、地域クラブ活動の開始時期は、児童生徒とその保護者への影響を考慮する必要が

あります。これまで、静岡市では「2026 年度夏までに休日、2030 年度までに平日を含め   

地域クラブ活動を全市展開する」というスケジュールを示してきました。 

一般に、中学校入学後に放課後や休日にどのような活動をするか（部活動、民間クラブ・

教室、学習塾など）については、小学６年生の 12 月頃に検討する場合が多いという実態が

あります。そのため、現在の小学６年生の児童（2025 年４月中学校入学）は、これまで    

示していた内容を前提に検討を終えていると考えられます。 

 この計画変更による影響を最小限にするためには、現在の小学６年生が中学校に進み  

部活動を引退する 2027 年８月までは部活動を継続すべきと判断しました。 

一方、現在の小学５年生以下の児童は、中学入学以降の放課後や休日の活動の検討を始め

る 2025 年 12 月以前には地域クラブ活動の概要をお伝えしますので、その内容を踏まえて、

中学入学時に、休日や放課後の活動を主体的に選択することが可能になります。 

また、地域クラブ活動においては、新しい指導・実施体制を整える必要があります。その

際には、現在のような児童生徒対象の活動だけではなく、生涯学習の中で行われている様々

な活動の中に、しずおか地域クラブ活動を織り込んでいくことが重要です。このため、   

新しい指導・実施体制の構築には、少なくとも２年間は必要と考えています。 

以上のことを考慮して、静岡市では、部活動から地域クラブ活動への転換を、2027 年９月

に行うことにしました。 
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４ 今後の予定 

「（仮称）しずおか地域クラブ活動」の実施に当たっては、これまでとは異なる新たな  

地域スポーツ・文化芸術活動の環境を構築していく必要があります。静岡市においては、  

人口減少が続く中、これまでの生涯学習の仕組みの持続性も課題となっています。静岡市 

教育大綱に示したように、生涯学習全体の中でその新しい仕組みを考えていく必要があり、 

その新しい仕組みが生涯学習の場の提供体制の持続可能性に繋がると考えています。 

この実現のためには、既存の仕組みに捉われず、学校施設や生涯学習施設などの市が保有

する「施設」と「社会の人材」を最大限活用し、市民や民間企業・団体の皆様との共働に   

より進めていくことが重要です。 

そのためには、教育委員会のみで取組を進めるのではなく、スポーツ、文化、生涯学習等

を担当する様々な部署が一体となって取組を進めていく必要があります。今後は、市長部局

（総合政策局）を中心とした「しずおか地域クラブ活動推進プロジェクトチーム」において、

庁内一体となって、静岡市においてはどのような地域クラブ活動が良いのかを検討し、2025

年夏までに具体的な在り方を決定する予定です。 
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静岡市における学校給食提供回数について 

20250123 

（教育局学校給食課） 

１ 学校給食提供日数の考え方 

  学校給食の提供日数は、学習指導要領を踏まえた授業日数から、各学校で設定

する給食を提供することができない学校行事等の日を除いた日数により決まる。 

 

２ 静岡市の給食提供回数について 

(1)授業日数 

  授業日数とは、文部科学省が学習指導要領で示す各教科等の内容を指導する

ために要する標準授業時数を基礎として、学校の教育課程全体のバランスを図り

ながら、児童生徒・学校・地域の実態等に合わせて各学校で設定する日数である。 

静岡市では、総授業時数（１０１５ｈ）を過度に上回ることがないように、授業日数

の基準日数（１９８日）※を設け、教員の多忙化解消、働き方改革など社会情勢等も

考慮しながら、各校の実情に合わせて設定している。 

 一方、静岡市の基準日数が１９８日であるのに対し、横浜市が 206 日、さいたま

市が 205 日といった２００日を超える市がある要因としては、学校行事に多くの

時間を割いたり、予備の日数を計上したり、1 日の設定時間数（コマ数）が異なった

り等、総授業時数を大幅に上回る設定をしていることが推測される。 

※静岡市における基準日数については、全校の実態を踏まえ、毎年見直しが行われている。 

 

(2)給食提供日数 

  静岡市の給食提供日数は 180 日であり、この日数は授業日数と１８日間の開

きがあるが、これは授業日数に給食提供を必要としない学校行事（運動会、音楽会 

等）や課外授業（社会科見学、修学旅行 等）、半日授業などが年間１８日間程度含

まれていることから生じる開きである。給食提供が必要な日には、１００％提供し

ている。 

政令市比較の中では、静岡市よりも少ない日数の市は、千葉市（170 日）、浜松

市（175 日）、堺市（173 日）である。 
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(3)提供実施率 

 授業日数における給食提供日数の割合を提供実施率として数値で表したとこ

ろ、静岡市は 90.9%である。政令市で比較すると①授業日数②給食センターの稼

働日数③給食提供日数の数値が判明している１３市のうち数値が高い順から数え

て７番目と中位に位置している。 

熊本市（95.9%）や札幌市（9５.５%）など、提供実施率が非常に高い市もある

が、これは、給食提供を必要としない学校行事、課外授業、半日授業などを最小限

におさえているためと推測される。県内の浜松市（８７.５％）との比較では、静岡市

のほうが高い数値となっている。 

 

３ 結論 

本市の学校給食の提供状況について、他都市と比較しても静岡市の学校給食の

回数が少ない状況にあるとはいえない。また、授業日数が少ない傾向があるもの

の、学習指導要領に従った時間数であり、教員の働き方改革の流れを踏まえても

妥当な日数であると考える。 


